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関西電力送配電株式会社における再生可能エネルギー電気の利用促進に関する 

特別措置法に基づく報告徴収への報告について 

 

当社子会社の関西電力送配電株式会社（以下、関西電力送配電）は、経済産業省が保有する「再エネ業務管理シ

ステム※」を閲覧するために関西電力送配電に付与されたＩＤ・パスワードを当社の従業員に提供していたことを

確認したことから同省に報告し、同省から報告徴収を受領しました。 

［関西電力送配電株式会社における再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法に基づく経済産業省からの報告徴収の受領について

２０２３年２月１６日開示済み］ 

 

関西電力送配電は、本報告徴収に基づき事実関係の調査を行うとともに、原因分析および再発防止策等を取りま

とめ、本日、同省に報告しました。 

 調査の結果、２０２０年２月に関西電力送配電社員（当時：当社 送配電カンパニー所属）１名が、当社のＦＩ

Ｔ買取業務に従事する社員１名に、当該システムのＩＤ・パスワードを提供していたことなどを確認しました。    

 本件の原因は、ＩＤ等の取扱いに関する周知や教育が不十分であったことやＩＤ等の管理体制が不十分であった

ことなどにあると考えています。 

 

 当社および関西電力送配電は、本件を非常に重く受け止めており、今回策定した再発防止策を徹底してまいりま

す。 

 

※ 経済産業省が保有する「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく、再生可能エネルギー発電事

業計画認定情報等を管理する業務用システム。 

一般送配電事業者は、自社供給区域の認定事業者の情報へアクセスできるアカウントが付与されている。 

 

以 上 

 

別 紙：経済産業省への報告概要（関西電力送配電による報告） 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

経済産業省への報告概要 

（関西電力送配電による報告） 

 

１．調査結果の概要 

（調査方法） 

○当社社員および系統連系の受付業務に従事する委託社員（計９，３７３名）に対して、当該システムのＩＤ・パ

スワードの取扱い（認知状況、使用目的、社外への提供実績の有無）について、アンケートによる聞き取り調査

を実施（回答率：９７％）。 

○また、系統連系の受付業務所管箇所の在籍者（当該業務に従事しない社員を含む）および過去に系統連系の受付

業務に従事したことのある当社社員（４５１名）に対して、関西電力からの設備認定情報に関する照会や情報提

供実績の有無について、アンケートによる聞き取り調査を実施（回答率：９９％）。 

 

（調査結果） 

○上記の調査の結果、以下の不適切な取扱いがあったことを確認した。 

 ①２０２０年２月に当社社員（当時：関西電力 送配電カンパニー所属）１名が、関西電力のＦＩＴ買取業務に

従事する社員１名に、当該システムに掲載されている発電事業者の情報およびＩＤ等をメールで提供していた。 

 ②２０２０年１１月以降、当社の業務改善提案サイト（当社社員のみ閲覧可能）※に掲載された、系統連系の受付

業務の効率化に資する手続き方法や用語の解説をまとめた資料において、当該システムのＩＤ等の記載があっ

た。 

   ※当社従業員から自らの業務・職場の改善に資する提案を受け付ける社内サイト 

 ③当該システムのＩＤ等を提供したものではないが、２０１９年１月頃に当社社員が関西電力社員からＦＩＴ制

度に関する交付金申請時のエラーを解消するために設備認定情報の問合せを受け、当該システムを閲覧し、回

答した（５件程度）。 

 

○また、上記の調査において、系統連系の受付業務所管箇所の在籍者（当該業務に従事しない社員を含む）および

過去に系統連系の受付業務に従事したことのある当社社員の中で「当該システムを知っている」と回答した    

２１３名のうち、９２名（４３％）が「当該システムは一般送配電事業者限定である」ことを認識していなかっ

た。  

別 紙 



２．原因および再発防止策 

 

 原因 再発防止策 

意

識

面 

・ＩＤ等を周知した際の注意喚起が不

十分であった 

・再エネ業務管理システムに登録され

ている情報の取扱いについて、業務

マニュアルの記載が明確ではなかっ

た 

・ＩＤ等および再エネ業務管理システ

ムに登録されている情報の取扱いに

関する教育が不十分であった 

○再エネ業務管理システムのＩＤ等および登録情報を適切に取り扱う意識を

醸成する 

 ・再エネ業務管理システムのＩＤ等および登録情報を、社外へ提供すること

は不可であることを再周知する（2023年2月末までに実施） 

 ・ＩＤ等を適切に管理し、また、再エネ業務管理システムに登録されている

情報を、社外へ提供することは不可であることを業務マニュアルに明文

化する（2023年3月末までに実施） 

 ・ｅ－ラーニング等による教育を定期的（１回／年）に実施する（2023 年

4月末までに実施） 

 

 

管

理

面 

・ＩＤ等の利用方法に関するルール整

備が不十分であった 

・ＩＤ等の管理体制が不十分であった 

○再エネ業務管理システムのＩＤ等を厳正に管理する 

 ・交付金エラー等の対応で再エネ業務管理システムを使用する業務は本店

にて実施する（2023年3月末までに実施） 

 ・ＩＤ等に対する管理責任者を設定し、使用者の管理、定期的なパスワード

変更の実施により、ＩＤ等の管理体制を強化する（2023年2月末までに

実施） 

 

 

 


